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一
、
宮
古
島
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
在
番
と
頭
の
職
務
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、  

百
姓
の
耕
作
方
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
頭
以
下
役
人
の
誓
詞
血
判
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、
在
番
お
よ
び
頭
の
下
知
方
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、
杣
山
方
お
よ
び
耕
作
方
の
勤
務
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
耕
作
方
お
よ
び
杣
山
方
の
惣
主
取
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
平
良
間
切
の
耕
作
方
お
よ
び
杣
山
方
下
知
役
に
つ
い
て･･････････････

一
、
砂
川
間
切
の
耕
作
方
お
よ
び
杣
山
方
下
知
役
に
つ
い
て･･････････････

一
、
下
地
間
切
の
耕
作
方
お
よ
び
杣
山
方
下
知
役
に
つ
い
て･･････････････

一
、
右
役
人
の
交
替
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
奉
公
人
と
百
姓
の
耕
地
の
持
高
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
お
え
か
田
の
廃
止
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････

一
、
諸
村
百
姓
耕
地
の
う
ち
役
人
が
手
作
地
を
持
つ
こ
と
を
禁
止
す

　
　

る
こ
と
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
潟
な
ら
び
に
入
江
の
模
合
仕
明
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
頭
三
人
各
名
付
の
間
切
の
下
知
方
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
仕
上
世
座
の
業
務
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、
上
納
高
の
百
姓
へ
の
通
知
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、
上
納
高
割
符
の
板
札
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
夫
賃
米
の
取
り
立
て
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
上
木
物
の
作
り
立
て
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
諸
雑
物
の
割
り
付
け
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
村
々
の
所
役
の
費
用
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
大
浦
・
長
間
・
比
嘉
・
新
城
・
保
良
・
野
原
・
嘉
手
苅
・
来
間

　
　

・
国
仲
九
か
村
の
耕
作
筆
者
増
員
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
杣
山
仮
筆
者
十
人
の
う
ち
一
人
は
惣
横
目
仮
筆
者
に
す
る
こ
と

　
　

に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
惣
横
目
の
職
務
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
惣
横
目
方
の
筆
者
と
仮
筆
者
の
増
員
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、
噯
役
人
の
非
法
は
惣
横
目
に
訴
え
る
こ
と
に
つ
い
て･･････････････････

一
、
惣
横
目
方
に
詰
座
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、
惣
横
目
の
選
任
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
蔵
元
諸
座
の
筆
者
と
杣
山
及
び
耕
作
筆
者
に
つ
い
て･･････････････････

一
、
蔵
元
各
座
の
人
事
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、
蔵
元
加
勢
筆
者
の
人
事
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
役
人
の
上
国
規
定
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

与
世
山
親
方
宮
古
島
規
模
帳
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一
、
諸
村
役
人
は
非
法
す
る
こ
と
な
く
勤
め
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････････

一
、
諸
村
役
人
は
村
へ
の
下
知
を
第
一
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････････

一
、
諸
村
噯
役
人
の
村
詰
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
上
納
米
不
足
時
の
役
人
の
取
扱
い
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
疲
弊
し
た
村
の
上
納
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
奉
公
人
及
び
百
姓
の
上
納
方
過
未
進
米
の
取
扱
い
に
つ
い
て･･･････

一
、
上
納
米
不
足
の
村
の
取
扱
い
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
上
納
米
不
足
の
百
姓
の
取
扱
い
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
上
納
米
不
足
の
百
姓
の
身
売
り
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
諸
村
噯
役
人
以
下
の
上
納
米
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
仕
上
世
米
の
枡
目
と
斤
目
糺
方
に
首
里
大
屋
子
一
人
、
与
人
一

　
　

人
を
津
端
検
者
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
惣
横
目
も
と
も
に
仕
上
世
米
の
検
見
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････

一
、
上
納
を
皆
納
し
な
い
う
ち
の
売
買
は
禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･

一
、
商
売
物
の
代
料
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
上
納
米
の
積
荷
の
時
期
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
地
船
の
上
国
時
期
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、
御
米
を
積
む
大
和
船
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
諸
船
仕
出
方
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････････

一
、
諸
船
の
積
荷
の
重
さ
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
出
物
御
用
布
な
ら
び
に
諸
御
用
物
の
上
国
時
期
に
つ
い
て･･･････････

一
、
手
札
改
の
上
国
時
期
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
地
船
三
艘
よ
り
所
遣
用
物
代
料
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
地
船
三
艘
の
通
事
以
下
船
加
子
お
よ
び
役
人
付
加
子
の
旅
の
手

　
　

間
夫
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
諸
細
工
を
使
う
と
き
の
手
間
米
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、  

諸
祝
儀
等
に
持
参
す
る
酒
代
米
の
制
限
に
つ
い
て･････････････････････

一
、
保
管
の
た
め
の
諸
帳
な
ら
び
に
王
府
に
提
出
す
る
諸
帳
及
び
諸

　
　

書
付
以
外
は
芭
蕉
紙
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････

一
、
勲
功
の
あ
る
百
姓
の
上
申
書
提
出
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
在
番
と
頭
の
百
姓
面
引
合
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、
法
で
定
め
た
以
外
の
馳
走
す
る
こ
と
は
不
要
に
つ
い
て･･････････････

一
、
多
良
間
島
の
風
俗
見
聞
な
ら
び
に
百
姓
面
引
合
に
つ
い
て･･･････････

一
、
多
良
間
島
の
手
札
改
に
惣
横
目
も
在
番
と
頭
に
同
行
す
る
こ
と

　
　

に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
多
良
間
島
は
手
札
改
の
年
に
百
姓
面
引
合
と
人
数
改
を
兼
ね
て

　
　

一
度
だ
け
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
諸
村
役
人
や
耕
作
お
よ
び
杣
山
筆
者
の
免
夫
・
供
夫
・
付
夫
に

　
　

つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
在
番
お
よ
び
頭
以
下
役
人
の
所
望
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
勢
頭
座
以
下
の
服
装
の
き
ま
り
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
村
番
所
の
規
模
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････
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一
、
村
番
所
の
苧
績
屋
は
瓦
葺
き
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･････････････････

一
、
村
詰
め
諸
役
人
の
外
宿
禁
止
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
噯
役
人
や
杣
山
お
よ
び
耕
作
筆
者
、
同
仮
筆
者
の
宿
番
に
つ
い

　
　

て･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
頭
以
下
役
人
の
養
子
規
定
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、
頭
以
下
系
持
の
養
子
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、 

百
姓
の
系
図
仕
立
の
不
許
可
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、 

二
重
跡
目
の
禁
止
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････

一
、
頭
お
よ
び
首
里
大
屋
子
以
下
仮
若
文
子
ま
で
の
子
孫
の
夫
米
の

　
　

免
除
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
奉
公
人
の
住
居
の
規
模
と
規
則
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
頭
以
下
役
人
が
唐
や
大
和
の
茶
な
ら
び
に
諸
道
具
等
を
買
い
求

　
　

め
る
こ
と
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
頭
以
下
妻
子
の
銀
簪
使
用
等
を
禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･････････

一
、
下
人
お
よ
び
下
女
の
召
し
使
い
方
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
焼
酎
作
り
と
届
出
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、
焼
酎
作
り
は
豊
凶
と
財
力
を
考
慮
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･････････････

一
、
仏
前
に
酒
を
供
え
る
こ
と
、
僧
侶
に
酒
を
出
す
こ
と
、
僧
侶
が

　
　

酒
を
作
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
蔵
元
な
ら
び
に
諸
座
そ
の
他
の
公
所
の
作
り
替
え
に
つ
い
て･･･････

一
、
米
粟
は
八
重
山
の
よ
う
に
せ
い
ら
で
保
管
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･

7172737475767778798081828384858687
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一
、
原
番
屋
の
規
模
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
桐
油
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
退
役
役
人
ら
の
船
具
の
類
お
よ
び
所
遣
木
綿
布
の
取
扱
い
に
つ

　
　

い
て･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
詰
医
者
薬
代
な
ら
び
に
坊
主
の
布
施
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、
諸
役
人
が
長
煩
い
し
て
快
気
の
見
込
み
が
な
い
時
の
辞
職
に
つ

　
　

い
て･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
賞
罰
は
政
道
の
根
本
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
糾
明
の
場
へ
の
在
番
や
頭
お
よ
び
総
横
目
が
出
席
す
る
こ
と
に

　
　

つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
紛
糾
や
訴
訟
の
取
扱
い
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
村
の
百
姓
か
ら
非
法
と
訴
え
ら
れ
た
噯
役
人
の
挙
動
に
つ
い
て･･･

一
、
ト
キ
お
よ
び
ユ
タ
の
禁
止
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、
流
罪
人
の
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
墓
所
設
置
の
規
制
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、
在
番
や
住
持
お
よ
び
詰
医
者
そ
の
他
公
務
の
者
が
死
去
し
た
時

　
　

の
位
牌
の
取
扱
い
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････

一
、
平
良
五
か
村
の
道
筋
の
修
補
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
村
負
担
の
俵
佐
事
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、
村
佐
事
六
人
の
勤
務
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
蔵
元
か
ら
公
務
で
村
々
に
赴
く
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････････
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一
、
塩
焼
き
所
設
置
の
奨
励
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
米
摺
臼
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
粟
摺
臼
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、 

百
姓
の
う
ち
他
村
へ
移
住
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････

一
、
諸
村
の
噯
役
人
や
耕
作
筆
者
お
よ
び
杣
山
筆
者
が
村
詰
め
の
時

　
　

使
用
す
る
灯
油
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
大
浦
村
と
長
間
村
の
間
の
仲
原
お
よ
び
友
利
村
と
保
良
村
の
間

　
　

の
南
風
阿
ら
場
に
新
村
建
て
の
願
い
に
つ
い
て････････････････････････

一
、
御
用
布
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
御
用
布
織
女
の
苦
労
米
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
諸
士
の
誂
布
と
絵
図
で
の
注
文
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
絵
図
で
の
注
文
を
禁
止
し
た
こ
と
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
離
島
の
噯
役
人
や
耕
作
筆
者
お
よ
び
杣
山
筆
者
が
公
用
以
外
で

　
　

家
に
帰
る
時
の
規
定
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
諸
役
人
の
上
納
不
足
の
時
の
規
定
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
宮
古
の
茶
園
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････････

一
、
蔵
元
諸
座
の
取
払
帳
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
頭
以
下
の
役
人
が
上
国
す
る
際
の
免
夫
お
よ
び
供
夫
の
使
役
日

　
　

数
の
制
限
及
び
禁
止
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
惣
横
目
な
ら
び
に
蔵
筆
者
の
供
夫
増
員
に
つ
い
て･･････････････････････

一
、
頭
以
下
の
役
人
が
上
国
す
る
際
の
荷
か
ら
げ
夫
に
つ
い
て･･･････････

105106107108109110111112113114115116117118119120121
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一
、
大
阿
母
の
供
夫
の
禁
止
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
在
番
や
在
番
筆
者
お
よ
び
上
国
の
頭
以
下
役
人
の
所
望
夫
に
つ

　
　

い
て･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
農
繁
期
の
夫
役
の
使
用
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
諸
夫
役
は
等
級
分
け
に
し
て
使
う
こ
と
に
つ
い
て････････････････････

一
、
諸
方
の
寄
せ
夫
は
分
け
隔
て
な
く
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････

一
、
種
々
の
夫
役
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、 

千
人
以
上
の
夫
遣
い
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
在
番
や
在
番
筆
者
、
祥
雲
寺
住
持
や
詰
医
者
の
堀
立
家
作
り
に

　
　

つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
御
用
布
の
藍
蔵
染
め
と
織
調
え
人
夫
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、 

百
姓
へ
の
位
牌
作
り
の
奨
励
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
在
番
方
の
宿
付
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
問
合
方
の
筆
者
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
王
府
へ
提
出
す
る
書
面
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
役
人
子
孫
の
筆
算
稽
古
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
役
人
子
孫
の
怠
惰
な
者
は
百
姓
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･････････････

一
、
女
免
夫
に
つ
い
て ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
馬
お
よ
び
御
用
馬
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、
馬
の
飼
育
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
牛
の
飼
育
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････
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一
、
芭
蕉
紙
の
作
成
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
所
遣
い
の
木
綿
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
蔵
元
か
ら
種
々
の
も
の
を
売
る
時
の
値
段
に
つ
い
て･･････････････････

一
、
多
良
間
島
の
定
納
米
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
池
間
村
、
前
里
村
の
家
作
り
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
村
々
の
花
打
ち
人
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････

一
、
噯
役
人
が
初
め
て
担
当
村
へ
行
く
時
の
接
待
に
つ
い
て･･････････････

一
、
伊
良
部
下
地
の
馬
牧
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
佐
和
田
村
白
鳥
崎
の
潮
吹
目
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
白
鳥
崎
の
阿
だ
ん
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、
伊
良
部
島
の
海
垣
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、
佐
和
田
・
長
浜
・
国
仲
三
か
村
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
島
医
者
仲
宗
根
筑
登
之
の
特
典
付
与
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、
伊
良
部
村
の
百
姓
か
め
国
仲
の
医
道
稽
古
に
つ
い
て･･････････････････

一
、
村
々
の
御
用
布
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
多
良
間
船
の
船
筑
・
通
事
お
よ
び
水
主
に
つ
い
て･･････････････････････

一
、
多
良
間
船
の
佐
事
お
よ
び
船
具
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
在
番
や
在
番
筆
者
、
祥
雲
寺
住
持
や
詰
医
者
な
ら
び
に
頭
以
下

　
　

役
人
の
畠
当
の
禁
止
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
諸
役
人
が
旅
立
に
嶽
々
立
願
す
る
こ
と
の
規
制
に
つ
い
て･･･････････

一
、
在
番
お
よ
び
頭
以
下
の
役
人
が
公
用
で
の
荷
物
夫
使
用
の
禁
止
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に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
噯
役
人
な
ら
び
に
耕
作
筆
者
、
杣
山
筆
者
の
本
宅
作
り
に
つ
い

　
　

て･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
噯
役
人
が
私
用
布
を
織
女
に
織
ら
せ
る
こ
と
の
禁
止
に
つ
い
て･･･

一
、
諸
役
人
が
噯
村
か
ら
所
望
す
る
物
の
代
米
に
つ
い
て･･･････････････

一
、
役
人
ら
の
諸
雑
物
の
取
扱
い
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
在
番
お
よ
び
頭
以
下
の
役
人
が
仕
立
船
で
自
物
を
運
ぶ
こ
と
の

　
　

禁
止
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
蔵
元
に
必
要
な
諸
品
物
を
買
う
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、 

夫
賃
米
は
す
べ
て
現
穀
で
納
め
る
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････

一
、
在
番
お
よ
び
頭
以
下
の
借
り
た
諸
物
の
返
済
に
つ
い
て･･････････････

一
、
頭
以
下
役
人
の
免
夫
や
供
夫
の
請
米
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、
穀
物
な
ら
び
に
御
用
物
と
諸
雑
物
の
納
入
に
つ
い
て･･････････････････

一
、
諸
役
人
が
村
小
役
を
使
う
こ
と
の
決
ま
り
に
つ
い
て･･････････････････

一
、
噯
役
人
ら
が
焼
酎
を
造
る
こ
と
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
噯
役
人
ら
の
家
内
上
納
布
の
晒
し
を
村
の
女
に
さ
せ
る
こ
と
の

　
　

禁
止
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
頭
迦
れ
の
男
女
や
十
四
歳
以
下
の
男
子
を
私
用
に
使
う
こ
と
の

　
　

禁
止
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
不
ふ
り
で
牛
や
豚
を
殺
す
こ
と
の
禁
止
に
つ
い
て･･････････････････････

一
、
葬
礼
時
の
喪
主
側
の
対
応
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････
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一
、
大
阿
母
の
供
夫
の
禁
止
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
在
番
や
在
番
筆
者
お
よ
び
上
国
の
頭
以
下
役
人
の
所
望
夫
に
つ

　
　

い
て･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
農
繁
期
の
夫
役
の
使
用
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
諸
夫
役
は
等
級
分
け
に
し
て
使
う
こ
と
に
つ
い
て････････････････････

一
、
諸
方
の
寄
せ
夫
は
分
け
隔
て
な
く
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････

一
、
種
々
の
夫
役
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、 

千
人
以
上
の
夫
遣
い
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････

一
、
在
番
や
在
番
筆
者
、
祥
雲
寺
住
持
や
詰
医
者
の
堀
立
家
作
り
に

　
　

つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
御
用
布
の
藍
蔵
染
め
と
織
調
え
人
夫
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、 

百
姓
へ
の
位
牌
作
り
の
奨
励
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
在
番
方
の
宿
付
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
問
合
方
の
筆
者
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
王
府
へ
提
出
す
る
書
面
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
役
人
子
孫
の
筆
算
稽
古
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････

一
、
役
人
子
孫
の
怠
惰
な
者
は
百
姓
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･････････････

一
、
女
免
夫
に
つ
い
て ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
馬
お
よ
び
御
用
馬
に
つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････

一
、
馬
の
飼
育
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
牛
の
飼
育
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････
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一
、
よ
ふ
ね
の
禁
止
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
女
性
が
玉
を
か
け
る
こ
と
の
禁
止
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
乗
瀬
御
嶽
の
神
祭
り
の
禁
止
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
用
船
や
く
り
舟
の
水
主
賦
役
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････

一
、
重
夫
の
使
い
方
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
賃
米
を
払
わ
ず
農
民
を
使
う
こ
と
の
禁
止
に
つ
い
て･･････････････････

一
、
農
民
正
女
に
私
用
の
布
を
織
ら
せ
る
こ
と
の
禁
止
に
つ
い
て･･･････

一
、
御
用
布
か
せ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、
鋤
牛
を
所
持
す
る
百
姓
の
追
立
夫
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
噯
役
人
ら
が
家
修
理
を
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、
頭
以
下
の
役
人
が
百
姓
へ
諸
品
物
を
売
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････････

一
、
手
間
賃
を
払
わ
ず
神
酒
を
作
ら
せ
る
こ
と
の
禁
止
に
つ
い
て･･･････

一
、
諸
役
人
ら
が
百
姓
に
穀
物
を
強
制
的
に
貸
す
こ
と
に
つ
い
て･･･････

一
、
噯
役
人
が
藍
、
は
い
筵
、
白
菜
、
角
俣
、
い
り
こ
な
ど
を
私
用

　
　

す
る
こ
と
の
禁
止
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････

一
、  

百
姓
ら
の
名
子
札
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････

一
、
噯
役
人
が
病
者
・
片
輪
お
よ
び
引
人
ら
を
私
用
す
る
こ
と
の
禁

　
　

止
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
噯
役
人
が
二
才
ら
を
村
小
役
と
し
て
使
う
こ
と
の
禁
止
に
つ
い

　
　

て･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
噯
役
人
の
妻
が
そ
の
村
の
女
た
ち
に
無
心
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･

656565656565666666666666666767676767

一
、  

百
姓
ら
の
生
年
祝
の
祝
儀
と
接
待
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
子
ど
も
誕
生
の
四
日
・
八
日
・
十
日
祝
の
簡
素
化
に
つ
い
て･･･････

一
、
い
わ
れ
の
な
い
御
嶽
の
崇
敬
を
禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････････

一
、
村
大
ち
ゃ
、
海
廻
り
の
役
目
を
正
頭
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
の
禁

　
　

止
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
野
菜
佐
事
お
よ
び
牛
皮
佐
事
な
ど
の
役
目
を
禁
止
す
る
こ
と
に

　
　

つ
い
て･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、 

百
姓
ら
の
お
え
か
祝
の
祝
儀
と
接
待
に
つ
い
て････････････････････････

一
、
女
性
ら
の
御
用
布
完
納
祝
の
禁
止
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
新
築
祝
、
三
年
祝
な
ど
の
禁
止
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
節
増
（
シ
ツ
マ
ス
）
で
呑
み
喰
い
を
禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･

一
、
狩
俣
村
の
祖
神
祭
を
禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、
島
尻
村
の
祖
神
祭
を
禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、
池
間
・
前
里
・
狩
俣
村
の
磯
神
祭
を
禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･

一
、
池
間
・
前
里
村
の
快
気
祝
の
禁
止
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
池
間
・
前
里
村
の
く
り
舟
購
入
祝
の
禁
止
に
つ
い
て･･････････････････

一
、
池
間
・
前
里
村
の
自
然
災
害
に
対
す
る
御
嶽
の
祭
の
禁
止
に
つ

　
　

い
て･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
池
間
・
前
里
村
の
井
祭
の
禁
止
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
野
崎
二
か
村
の
い
も
初
祭
の
禁
止
に
つ
い
て････････････････････････････

一
、
野
崎
二
か
村
の
サ
ニ
ツ
の
禁
止
に
つ
い
て････････････････････････････････
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一
、
野
崎
二
か
村
の
世
乞
い
の
禁
止
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
野
崎
二
か
村
の
里
神
祭
の
禁
止
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
多
良
間
島
詰
役
人
の
宿
舎
の
水
汲
み
を
正
女
に
さ
せ
る
こ
と
の

　
　

禁
止
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
多
良
間
島
詰
役
人
が
寄
木
を
私
用
す
る
こ
と
の
禁
止
に
つ
い
て･･･

一
、
多
良
間
島
の
御
嶽
掃
除
は
規
律
を
設
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て･･･

一
、
多
良
間
島
詰
役
人
が
、
か
や
・
す
す
き
お
よ
び
粟
石
を
所
望
す

　
　

る
こ
と
に
つ
い
て････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
多
良
間
島
詰
役
人
が
使
用
す
る
炭
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、
多
良
間
島
詰
役
人
が
正
男
七
人
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････

一
、
多
良
間
島
詰
役
人
ら
が
二
才
立
と
称
し
て
百
姓
を
私
用
す
る
こ

　
　

と
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
多
良
間
島
詰
役
人
ら
が
拘
人
と
称
し
て
正
男
女
を
私
用
す
る
こ

　
　

と
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、
多
良
間
島
詰
役
人
の
宿
付
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、
人
内
の
者
が
牛
飼
い
の
牧
番
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･････････････････

一
、
役
人
の
子
孫
が
賭
ご
と
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････････

一
、
宮
古
島
の
時
賦
に
つ
い
て･････････････････････････････････････････････････････

一
、
若
文
子
ら
が
頭
に
随
行
し
て
上
国
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･････････････

一
、
地
船
停
泊
中
の
泊
く
さ
ら
し
を
禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････････

一
、
毎
年
の
立
願
お
よ
び
結
願
の
出
費
負
担
に
つ
い
て･････････････････････

7070707071717171717171727272727272

一
、 

百
姓
ら
の
旅
立
お
よ
び
帰
帆
の
祝
を
簡
素
に
す
る
こ
と
に
つ
い

　
　

て･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

一
、 

百
姓
ら
の
仏
事
は
分
相
応
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て･････････････････････

一
、
荼
毗
は
簡
素
に
す
る
こ
と
に
つ
い
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一
、
村
内
か
ら
馬
で
通
う
こ
と
に
つ
い
て･･･････････････････････････････････････

一
、
相
撲
を
取
る
こ
と
の
禁
止
に
つ
い
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一
、
在
番
と
在
番
筆
者
が
着
船
の
時
の
も
て
な
し
に
つ
い
て･･････････････

一
、
く
り
舟
は
や
め
て
は
ぎ
小
舟
を
購
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･･････････

一
、
平
良
五
か
村
の
噯
役
人
は
人
柄
を
調
べ
て
任
ず
る
こ
と
に
つ
い
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一
、
宮
や
御
嶽
の
祈
願
は
昼
間
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て･･････････････････････

一
、
平
良
五
か
村
の
節
遊
び
に
つ
い
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一
、
船
お
よ
び
船
具
の
保
管
に
つ
い
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一
、
白
地
の
御
用
布
を
調
え
る
唐
苧
の
晒
し
調
え
に
つ
い
て･･････････････

一
、
若
文
子
や
仮
若
文
子
、
杣
山
筆
者
や
耕
作
筆
者
の
冬
至
・
元
日

　
　

の
蔵
元
で
の
御
拝
出
席
に
つ
い
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一
、
婚
礼
の
過
分
な
出
費
の
見
直
し
に
つ
い
て････････････････････････････････

一
、
在
番
お
よ
び
頭
の
廻
村
に
女
性
の
対
応
を
禁
止
す
る
こ
と
に
つ

　
　

い
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